
簗川ダム周辺自然環境検討専門委員会規約  
（目 的）  
第 １ 条   

簗川ダム周辺自然環境検討専門委員会（以下『委員会』という）は、簗川

ダム建設に伴う事業区域周辺の環境調査結果を踏まえ、ダム事業全体の今後

の環境保全の方針並びに保全措置の計画検討を目的とする。  
（検 討  内  容）  
第 ２ 条   

（１） 現在までの調査経緯及び内容を踏まえ、今後の調査方針。  
（２）調査結果に基づき、環境保全の方針と保全措置等の計画。  

（組 織）  
第 ３ 条   

（１）委員会は、別表に定める委員をもって構成する。  
（２）委員の任期は委嘱された年の翌年度末までとする。  

（運 営）  
第 ４ 条   

（１）委員会には、委員長を置く。  
（２）委員長は、委員の互選により選任する。  
（３）委員長は、委員会を代表し会務を統括する。  
（４）委員長は、運営のため必要と認められる場合には、委員以外のものを

出席させ意見を聞くことが出来る。  
（５）委員会の運営に関し定めのない事項については、委員長の指示による

ものとする。  
（６）委員会の招集については、委員長が必要と認める都度開催するものと

する。  
（７）委員会は、委員の半数以上の出席をもって、開催することができる。 

事 務  局）  
第 ５ 条   

委員会の事務局は、岩手県簗川ダム建設事務所に置く。  
（付   則）  

この規約は、平成１３年１２月２７日から適用する。  
この規約は、平成１５年 ３月 ７日から適用する。  
この規約は、平成１５年 ６月２４日から適用する。  
この規約は、平成１９年 ８月 ３日から適用する。  
この規約は、平成２０年 ７月３１日から適用する。  
この規約は、平成２１年 ９月 ２日から適用する。  
この規約は、平成２２年 ９月１６日から適用する。  
この規約は、平成２３年１１月１１日から適用する。  
この規約は、平成２９年 ４月１０日から適用する。 


